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クールワークキャンペーン」 実施要綱

令和７年２月２８日制定

１

　

趣旨

　

夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、 職場においても例年、 熱中症が多数発

生しており、 ここ数年、 重篤化して死亡に至る事例が年間３０人程度発生する状態

が続いていることから、 業界、 事業場ごとに、 熱中症予防対策に取り組んでいる

ところである。 昨年までの 「ＳＴＯＰ！熱中症

　

クールワークキャンペーン」 におい

ても、 労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、 職場における熱中症の予防に取

り組んできた。

　

昨年１年間の職場における熱中症の発生状況を見ると、 死亡を含む休業４日以

上の死傷者１，１９５人、 うち死亡者は３０人となっている。 業種別にみると、 死傷者

数については、 建設業２１６件、 製造業２２７件となっており、 全体の約４割がこれ

ら２つの業種で発生している。 また、 死亡者数は、 建設業、 製造業及び運送業の

順に多く、 多くの事例で暑さ指数 （ＷＢＧＴ） を把握せず、 熱中症の発症時・緊急、時

の措置の確認・周知の実施を確認出来なかった。 また、 糖尿病、 高血圧症など熱

中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有している事例も見られ、 医師等

の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もあった。

　

このため、 本キャンペーンを通じ、 すべての職場において、「職場における熱中

症予防基本対策要綱」（令和３年４月２０日付け基発０４２０第３号） に基づく基本的

な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は①暑

さ指数 （ＷＢＧＴ） の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、 ②熱中

症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な

措置ができるための体制整備等を行うこと、 ③糖尿病、 高血圧症など熱中症の発

症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた

配慮をおこなうことなど、 重点的な対策の徹底を図る。

　

なお、 労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の者についても、 上記措

置の対象に含める。

２

　

期間

　

令和７年５月１日から９月 ３０日までとする。

　

なお、 令和７年４月を準備期間とし、 令和７年７月を重点取組期間とする。

３

　

主唱

　

厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業

労働災害防止協会、 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、 一般社団

　　

ｌ



法人全国警備業協会

４

　

協賛

　

公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会

５

　

後援 （予定）

　

関係省庁

６

　

主唱者及び協賛者等による連携

　

各関係団体における実施事項についての情報交換及び相互支援の実施

７ 主唱者の実施事項

（１）厚生労働省の実施事項

　

ア

　

熱中症予防に係る周知啓発資料 （チェックリストを含む） 等の作成、 配布

　

イ

　

熱中症予防に係る有益な情報等を集めた特設サイトの開設

　　

（ア） 災害事例、 効果的な対策、 好事例、 先進事例の紹介

　　

（イ） 熱中症予防に資するセミナー、 教育用ツール等の案内

　

ウ

　

各種団体等への協力要請及び連携の促進

　

エ

　

都道府県労働局、 労働基準監督署による事業場への啓発・指導

　

オ

　

その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

（２）各労働災害防止協会等の実施事項

　

ア 会員事業場等への周知啓発

　

イ

　

事業場の熱中症予防対策への指導援助

　

ウ

　

熱中症予防に資するセミナー等の開催、 教育支援

　

エ

　

熱中症予防に資するテキスト、 周知啓発資料等の提供

　

オ

　

その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

８ 協賛者の実施事項

（１）有効な熱中症予防関連製品及び日本産業規格を満たしたＷＢＧＴ指数計の普及促

　

進

（２） その他本キャンペーンを効果的に推進するための事項

９

　

各事業場における重点実施事項

　

期間中に 「１０

　

各事業場における詳細な実施事項」 に掲げる取組を行うことと

する。 重点とすべき事項を以下に特記する。

　

（１） 準備期間中

　　

暑さ指数 （ＷＢＧＴ） の把握の準備 （１０の （１） のア）

　　

作業計画の策定等 （１０の （１） のイ）

２



応の事前確認等 （１０の （１） のク）

キャンペーン期間中

さ指数 （ＷＢＧＴ） の把握と評価 （１０の （２） のア及びイ）

理 （１０の （２） のウ）

（１０の （２） のエ）

（１０の （２） のオ）

置 （１０の （２） のキ）

期間中
理 （１０の （３） のア）

（１０の （３） のイ）

常時の措置 （１０の （３） のオ）

業場における詳細な実施事項

備期間中に実施すべき事項
暑さ指数 （ＷＢＧＴ） の把握の準備

日本産業規格江ＳＺ８５０４又はＪ藤 Ｂ７９２２に適合したＷＢＧＴ指数計を準備

、 点検すること。 黒球がないなど日本産業規格に適合しない測定器では、
外や幅射熱がある屋内の作業場所で、 暑さ指数 （ＷＢＧＴ） が正常に測定され

い場合がある。
なお、 環境省が発表している熱中症特別警戒アラート、 環境省、 気象庁が

表している熱中症警戒アラートは、 職場においても、 熱中症リスクの早期

握の観点から参考となる。
作業計画の策定等

夏季の暑熱環境下における作業に対する作業計画を策定する。作業計画に

、 特に新規入識者や休み明け労働者等については、 熱中症を発症するリス

が高いため、 作業内容等十分に考慮した暑熱順化プログラム、 暑さ指数

ＷＢＧＴ） に応じた十分な休憩時間の確保、ＷＢＧＴ基準値 （別紙表１） を踏まえ

作業中止に関する事項を含める必要がある。 なお、 休憩時間の確保や作業

止に関する事項の検討に当たっては、 下記ウからオに基づいて実施する対

や検討結果、力からクに基づいて実施する管理等の状況を十分に踏まえた

のとする。
また、 熱中症の症状を呈して体調不良となった場合等を想定した連絡等の

制と、 必要な措置の実施手順を定め、 関係労働者に周知する。
設備対策の検討
ＷＢＧＴ基準値を超えるおそれのある場所において作業を行うことが予定され

いる場合には、 簡易な屋根の設置、 通風又は冷房設備の設置、 ミストシャ

一等による散水設備の設置を検討する。 ただし、ミストシャワ一等による

水設備の設置に当たっては、 湿度が上昇することや滑りやすくなることに



留意する。 また、 既に設置している冷房設備等については、 その機能を点検
する。
エ 休憩場所の確保の検討

　

熱中症の重篤化を防ぐためには、 適切な身体冷却が有効なため作業場所の

近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の確保を検討す

　

る。 当該休憩場所は横になることのできる広さのものとする。 また、 休憩場

所における状態の把握方法及び状態が悪化した場合の対応についても検討す

　

る。

オ

　

服装等の検討

　

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を
準備する。 また、 直射日光下における作業が予定されている場合には、 通気

性の良い帽子、 ヘルメット等を準備する。 服装等の選定に当たっては、 送風

や送水により身体を冷却する機能をもつ服やヘルメットを採用するなど、 作

業中の深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用する。

　

なお、 事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合が

　

あり、 この際には、 あらかじめ衣類の種類を確認し、 暑さ指数 （ＷＢＧＴ） の補

力

　

教萱誠麓の実施

　

昼遥吸管理者、 労働者に対する教育を実施する。 教育は、 別紙表３及び別紙

表４に基づき実施する。

　

教育用教材としては、 厚生労働省の運営しているポータルサイト「学ぼ

　

う！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報」に掲載

　

されている 「熱中症予防スイッチ・オン その行動、 その習慣が、 いのちを守

る

　

自分でできる７つのこと」 等の動画コンテンツ、「働く人の今すぐ使える

熱中症ガイド」、 熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレ

　

ット等や、 環境省の熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動

画コンテンツや救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カー

　

ド」 などを活用する。
なお、 事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、 関係団体が行

う教育を活用する。

事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心とな

り、（１） から （３） までに掲げる熱中症予防対策について検討するととも

に、 事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。

　

現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱

中症予防対策を行わせる場合は、上記力の教育研修を受けた者等熱中症につ
いて十分な知識を有する者のうちから、 熱中症予防管理者を選任し、 同管理

者に対し、（２） のクに掲げる業務について教育を行う。

４

※

　

次ページ以下１２ページまで省略



表３

　　

熱中症予防管理者労働衛生教育

事項 範囲 時間

（１） 熱中症の症状＊

・熱中症の概要

・職場における熱中症の特徴

・体温の調節

・体液の調節

・熱中症が発生する仕組みと症状

３０分

（２） 熱中症の予防方法＊

・暑さ指数（ＷＢＧＴ）（意味、ＷＢＧＴ基準値に基づく

評価）

・作業環境管理（暑さ指数（ＷＢＧＴ）の低減、休憩

場所の整備等）

・作業管理（作業時間の短縮、暑熱順化、水分及

び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等）

・健康管理（健康診断結果に基づく対応、日常の

健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状

況の確認等）

・労働衛生教育（労働者に対する教育の重要性、
教育内容及び教育方法）

・熱中症予防対策事例

１５０分

（３） 緊急時の救急処置
・緊急連絡網の作成及び周知

，緊急時の救急措置
１５分

（４） 熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 １５分

注

　

対象者の熱中症に対する基礎知識の状況に応じ、 （１）及び（２）をそれぞれ１５

分、 ７５分に短縮して行うこととして差し支えない。

表４

　　

労働者向け労働衛生教育 （雇入れ時又は新規入場時）

事項 範囲

（１） 熱中症の症状

・熱中症の概要

・職場における熱中症の特徴

・体温の調節

・体液の調節

・熱中症が発生する仕組みと症状

（２） 熱中症の予防方法

・暑さ指数（ＷＢＧＴ）の意味

・現場での熱中症予防活動（暑熱順化、水分及び塩分の摂取、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

う

服装、日常の健康管理等）

（３） 緊急時の救急処置 ・緊急時の救急措置

（４） 熱中症の事例 ・熱中症の災害事例

‐１３
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熱中症とは、高温の環境下で体温調節や循環機能
などの働きに障害が起こる病気で、 症状などにより
次のように分類されます。

熱

　

射

　

病

（日射病）

熱中症の中では致命率が高く、 緊急の治療を要す
る。 突然意識障害に陥ることが多い。
発病前にめまい、 悪心、 頭痛、 耳なり、 イライラな
どがみられ、 嘘吐や下痢を伴う場合もある。
体温調節機構の失調、体温又は脳温の上昇を伴う中
枢神経障害が原因と考えられている。

熱けいれん
四肢や腹部の筋肉の痛みを伴い、 発作的にけいれん
を起こす。
作業終了時の入浴中や睡眠中に起こる場合もある。
大量の発汗による塩分喪失に対し、 塩分を補給しな
かったことにより起こる。

熱

　

虚

　

脱
全身倦怠、 脱力感、 めまいがみられる。
意識混濁し、倒れることもある。
高温暴露が継続し、心拍増加が一定限度を超えた場
合に起こる。

熱疲 はい
初期には、 激しい口渇、 尿量の減少がみられる。
めまい、 四肢の感覚異常、 歩行困難がみられ、 失神
することもある。
大量の発汗で血液が濃縮することによる心臓の負担
増大や血流分布の異常により起こる。

●

①熱中症 とは

●



建設工事現場において、 直射日光により高温環境とな
る作業場所では、 熱中症を予防するため次の事項を守

ってくださ い。

（１）作業環境の面から

　　

・日除けや通風をよくするための設備を設置し、 作業中

　　

は適宜散水する。

　　

・スポーツドリンクを置くなど水分、 塩分の補給が容易

　　

にできるようにする。

　　

・身体を適度に冷すことのできる氷、 冷たいおしぼりな

　　

どの物品及びシャワーなどの設備を備え付ける。

　　　　　　　　
　温度計、湿度計等

を設置する。
・日陰や冷房室な
ど涼しい休憩場
所を確保する。

吸湿性・通気性
のよい作業服

日除け
・通気性

　　　　　

温湿度計 →

氷・スポーツドリンク

　（２）作業の面から

　　

・十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。

　　

・作業服は吸湿性、 通気性の良いものを着用する。

（３）健康の面から

　　

・健康診断結果などにより、適切

　　

な健康管理と適正配置を行う。

　

・作業開始前はもちろん、 作業

　　

中も巡視などにより作業者の

　　

健康状態を確認する。

　　

・安全施工サイクル活動等で熱

　　

中症の予防について話し合う。

②熱中症を防ぐには



⑧救 急 措 置
熱中症が発生したときにそなえ、
あらかじめ作成した緊急連絡網を関
係者に知らせておいてください。 ま
た、 工事現場の近くの病院や診療所
の所在地や、連絡先を確認しておい
てください。
熱中症は、早期の措置が大切で
す。 少しでも異常が見られたら下記
の手当を行ってください。 回復しな
い場合及び症状が重い場合などは、
医師の手当を受けてください。

緊雫誓界表
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手当の方法
●涼しいところで安静にする。
●水やスポ．ツドリンクなどをとらせる。
●体温が高いときは、裸体に近い状態にし、 冷水をかけ

　

ながら扇風機の風をあてる。氷でマッサージするなど

　

体温の低下をはかる。

今日も
暑くなる粋。

気をつけます

建設業労働災害防止協会
東京都港区芝５‐３５４ 産業安全会館７階

　　

電 話０３‐３４５３‐８２０「

　　　

ＦＡＸ０３‐３４５６‐２４５８
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＝ 対象となる事業者
自然災害に関する復旧・復興、防災・減災などの工事を施工される建設事業者の皆様

国 事業内容

国 実施方法など
① 実施方法

　

訪問により実施します。安全衛生教育を希望する際、事業場、現場等に

　

会場がない場合は、ご相談ください。

②

　

その他

　　

ご要望に応じて「事業実施証明書」を発行いたします。

　　

安全衛生情報の提供なども行います。

曇

　

事業詳細ま各自然災害関連工事安全衛生支援センターまたは本部復旧．復興工事安全衛生対策支援センターまで
ｈ
」

　

十 建設業労働災害防止協会（繋部復旧．復興ェ事３逢衛獅策難セン夕－）

　　　　　

回：ー回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事釜案内 ，

　　

各自然災害関連工事安全衛生支援センター（建災防各都道府県茄Ｂ）

　

ベーソ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回 ．
・
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現場パトロール
（現場指導）

安全衛生の専門家によるアドバイス
安全衛生の専門家（安全コンサルタントなど）が
チェックシートを用いて現場をパトロールし、
より安全な作業方法などをアドバイスします。

安全衛生教育
ー－－ー

　　　　

基礎的教育

　

↓

　　

，

　　

（９０分程度）

　　　　　

管理監督者向け教育

　　　　　　　　　　

（１２０分程度）

安全衛生の専門家が対象となる方の職種や
立場に応じて、安全衛生教育を行います。
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型１３・櫨男工事で発生した

災害事例集

．

　　　　　　　　　　

磁設楽男鶴災書防止協会

復旧・復興工事で発生した

災害事例集
典型的な災害事例５０例を掲載
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復１日・復興工事に従事する作業員の皆様へ
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▲

安全衛生の手引
～ワンポイント安全衛生教育用教材～

自然災害関連工事の特徴を踏ま
え、労働災害防止の課題ごとに
留意事項をまとめ掲載

ーｆ
－
１

がれき処理作業
あなたを守る～安全衛生ポイント～

がれき処理作業における災害防
止留意事項のワンポイントを掲載
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（Ａ５判・１７ページ）

（Ａ６判・１１ページ）


